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インド：FTA 活用に関する新たな税関規則と
ガイドラインの発表 

輸入者に対して原産資格に関する情報、関係書類の所持を要求 

2020 年 9 月 

概要 

インド政府は、輸入者による FTA や EPA 等の貿易協定（以下、「FTA」）の不適切な活用による関税譲許を防ぎ、国内

産業を保護することを目的として、2020 年 4 月に関税法の改正を行いました。当該改正に伴い、インド財務省 間接税・関

税中央委員会（CBIC - Central Board of Indirect Taxes and Customs）は、この度、新たな税関規則（CAROTAR 

2020 - Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020）と検認の手続きに関

するガイドラインを発表しました。当該規則は 2020 年 9 月 21 日から施行されます。 

1. 新たな税関規則（CAROTAR 2020）における特に重要な事項 

当該規則は、インドが締結している各 FTA を活用し、特恵税率の適用を受けようとする輸入者に対し、産品が原産資格を

満たしていることを証明する情報と関係書類を輸入申告の日から 5 年間保持することを要求しています。また、当該規則にお

いて、インド税関は輸入者に対して原産資格に関する情報提供を要請することができ、情報提供を依頼された輸入者は 10

営業日以内にインド税関に対して回答する必要があると定められています。 

＜輸入者が所持すべき最低限の情報として当該規則に記載されている事項＞ 

 全ての産品に共通して必要な情報 

 簡単な生産工程と適用した原産地基準（WO、RVC＋CTSH、CTH 等） 

 適用した原産地規則が完全生産品（WO）以外である場合に必要な情報 

 原産材料に関する情報 

 デミニマス規定の適用有無に関する情報（適用した場合、材料名とパーセンテージに関する情報） 

 累積規定の適用有無に関する情報 

 間接材料等の規定の適用有無に関する情報 

 付加価値基準の場合：原産割合（%）と付加価値を構成する要素（材料費、労務費等）に関する情報 

 関税分類変更基準の場合：生産に使用した非原産材料の HS コードに関する情報 

 加工工程基準の場合：適用したルールに関する情報 

 原産地証明書が遡及発給された場合：その理由 

 積送基準に関する情報 

輸入者が期日までに回答できない場合や、輸入者が十分な情報を所持していない場合は、税関の担当官は関係当局高官

に対して、輸出国当局に検認（verification）を行うことを提案します。その後、検認を行うことが決定された場合は、各

FTA に従い、検認が行われることになります。なお、検認で原産性が否認された場合、当該産品と同一の産品については、

検認対象となった特定原産地証明書以外で輸入した産品についても、原産性が否認されることになります。 
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2. ビジネスに与える影響と求められる対策 

 ビジネスに与える影響 

当該規則は輸入者に対し、産品の原産資格に関する情報を所持することを要求していることから、FTA を活用して、インドに

産品を輸出している輸出者は、輸入者から原産資格に関する情報の提供を依頼されることが予想されます。また、日インド

EPA において輸出者に対して同意通知書を提出している生産者についても、輸入者もしくは輸出者から情報提供依頼を受

ける可能性があります。 

 企業に求められる対策 

原産性判定に関する書類の保管状況を再度確認のうえ、輸入者への情報提供方法をあらかじめ関係者間で合意し、連絡

体制を整備しておくことが重要になります。また、産品の原産資格に関する情報を輸入者に提供することが困難である場合

は、検認を受ける可能性があることを念頭に置いた上で、検認への対応体制の整備や原産資格に係る書類の適正性並びに

保管状況の確認を早急に実施することが推奨されます。 

デロイト トーマツ税理士法人が提供するサービス 

デロイト トーマツ税理士法人は、インド各地の関税専門家と連携して、インドにおける新たな税関規則に対応するための、以

下のサービスを提供しています。 

 書類確認やインタビューを通した原産性管理状況の点検、確認 

 FTA 活用に係る法令を遵守した社内プロセス、ルール、体制構築支援 

 社内外関係者への FTA 活用に関する研修会実施 

 税関事後調査や検認における関係当局とのコミュニケーション支援 

 近年のインド税関の動向に関する研修会の実施 

お問い合わせ 

 

  

福永 光子  

パートナー 

mitsuko.fukunaga@tohmatsu.co.jp 

 

 

 

 

デロイト トーマツ税理士法人 

間接税サービス 

〒100-8362 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 丸の内二重橋ビルディング 

Tel ：03-6213-3800（代） 

email ：tax.cs@tohmatsu.co.jp  

会社概要： www.deloitte.com/jp/tax 

税務サービス ：www.deloitte.com/jp/tax-services 

間接税サービス： www.deloitte.com/jp/indirect-tax 
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